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テレワークの実施に当たっての留意事項について（通知）

標記について、今後、各機関等においてテレワークを実施するに当たっては、別紙に

掲げる事項に特に留意されたい。

添付書類:別紙



別 紙

テレワークの実施に当たっての留意事項

１ 用語の定義

⑴ テレワーク

職員が、所属する部署の勤務場所（以下「職場」という。）から離れて、第３号に

定義する移動端末等を活用して、当該職員の自宅等において勤務することをいう。

⑵ テレワーク実施者

テレワークを実施する職員をいう。

⑶ 移動端末等

防衛情報通信基盤の維持管理及び運用に関する業務処理要領について（通達）（防

官情第２２０９号。平成１８年３月２４日）第２第１６号に規定する移動端末及び

その付属品をいう。

２ テレワークの概要

⑴ 対象者

職員（自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の職員を除く。）のうち、各機

関等の定めるところにより、適当と認められるものとする。

⑵ 実施場所

自宅又はそれに準ずる場所（実家等）とする。

⑶ 対象業務

テレワーク実施者が所掌する業務であって、秘密（特定秘密の保護に関する法律

（平成２５年法律第１０８号）第３条第１項に規定する特定秘密、日米相互防衛援

助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）第１条第３項に規定する

特別防衛秘密及び秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）第２条

第１項に規定する秘密）の情報を一切取り扱わない業務とする。

⑷ 勤務形態

以下が想定されるが、これに限られない。また、テレワークの実施の頻度につい

ては、各機関等の定めるところによるが、業務の進捗の適切な管理や移動端末のメ

ンテナンス等の必要性に留意する。

ア 勤務時間内にテレワークを実施する場合

(ｱ) 育児・介護等のため、早朝・夕方に所用がある場合（フレックスタイムと組

み合わせる場合を含む。）

(ｲ) 妊娠・怪我等のため、通勤が負担である場合

イ 勤務時間外にテレワークを実施する場合

国会・記者会見対応等のため、勤務時間外に業務を行う必要がある場合

⑸ 費用負担

テレワークを実施するに当たっては、移動端末等をテレワーク実施者に対して貸

し出すほか、テレワークの実施に要する費用（通信費、光熱費等）については、テ

レワーク実施者の負担による。



３ テレワークの実施手続き

各機関等の定めるところにより、テレワークを希望する職員が、テレワークの実施

について申請を行い、承認を得る。

４ 勤務管理

⑴ 職務専念義務

テレワーク実施者は、勤務時間中においては、職務に専念できるような措置（育

児・介護等が必要な者を第三者に預ける等）を講じ、職場における環境と同等の執

務環境を確保する。

⑵ 勤務時間等

ア 勤務時間の管理等

テレワーク実施者の勤務時間の管理は、テレワーク実施者から職場等へのメー

ル等による連絡をもって行う。また、テレワーク実施者は、テレワークを実施し

た日毎に、業務内容を職場等に報告する。

イ 休暇の取得

テレワーク実施者が年次休暇等を取得する場合は、一般職の職員にあっては、

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第３３号）第１７

条第３項及び防衛省に勤務する一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する訓令（平

成１９年防衛省訓令第６０号）第２条第２項第７号の規定により、一般職以外の

職員にあっては、自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７

年防衛庁訓令第４３号。次のウにおいて「事務官等訓令」という。）第１１条第１

項並びに自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６５

号）第１６条第１項及び第２項の規定による。

ウ 超過勤務

事務官等訓令第２条の２第１項に規定する所属長（一般職の職員にあっては、

地方協力局長及び労務管理課長）は、勤務の必要に応じ、勤務時間外の時間にお

いて、テレワーク実施者に超過勤務を命ずることができる。

ただし、第２項第４号アの勤務時間内にテレワークを実施する職員については、

育児・介護等の時間の確保や本人の負担軽減といったテレワークの趣旨に鑑み、

真にやむを得ない場合を除き、原則として超過勤務を命じないものとする。

５ 通勤手当

通勤手当は、運賃等を負担することを常例とする職員に、もっとも経済的かつ合理

的と認められる方法により算出・支給されるものである。このため、テレワークを実

施した日数に応じた月単位の通勤回数により、改めて手当の額を算出・支給すること

が必要となる場合がある（定期券面額を基礎として通勤手当を支給されている場合に

は、テレワークによる影響がないこともあり得る。）。

６ 公務災害



テレワークにおいても、公務と相当因果関係があり、公務に起因したと認められる

災害については、職場における勤務と同様に公務災害補償が適用される。

なお、テレワークの場合、「公務」と「私事」との区分が明確にならず、また、事故

発生時の行動が本人しか知り得ないことから、公務上の災害であるか否かの事実認定

に困難が生じる場合が想定されるため、認定事務のために本人が勤務の実態を明らか

にする必要があることに留意する。

７ 情報保全・情報保証

テレワーク実施者は、関係規則類等に定めるところにより、取扱い上の注意を要す

る文書等の漏えい及び移動端末の盗難等の防止のため必要な措置を講じるとともに、

業務用データの適切な取扱いを徹底する。

８ その他

この通知の実施に当たり疑義が生じた場合には、人事教育局人事計画・補任課と協

議されたい。


